
※上記の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。

文献：介護報酬の解釈 １単位数表編 平成２４年４月版（発行：社会保険研究所）･･･青本

介護報酬の解釈 ２指定基準編 平成２４年４月版（発行：社会保険研究所）･･･赤本

介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編 平成２４年４月版（発行：社会保険研究所）･･･緑本

ホームページ

・厚生労働省 法令等データベースシステム

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

・厚生労働省 平成２４年度介護報酬改定について

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/kaitei.html

・厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html

・ＷＡＭ.ＮＥＴ

http://www.wam.go.jp/

（資料３）の利用上の留意点について●

本資料は、一部内容を省略等しています。事業実施・介護報酬の算定等に当たっては、必ず上記

の省令、条例、告示、通知等を確認してください。

省略表記

「訪問・通所留意事
項通知」

「入所留意事項
通知」

「予防留意事項
通知」

「別掲告示97号」

「通所介護費等
算定方法」

「夜勤職員基準」

関係法令

厚生労働大臣が定める施設基準（（平成12年厚生省告示第26号）全部改
正平成24年厚生労働省告示第97号）

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び介護職員等の員数の基準並
びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号）

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12年
厚生省告示第29号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サー
ビス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て（平成12年老企第40号）

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成18年老計発第0317001号・老振発第
0317001号・老老発第0317001号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー
ビス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成
12年老企第36号）
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（資料３－２） 事業実施にあたっての留意事項について

第１ 人員に関する基準

【介護老人保健施設】（１） 入所者数の算定方法

不適切事例

●前年度平均の計算を誤っている。

●増床した施設において、増床ベッド部分を勘案した人員配置になっていない。

●新設の施設において、入所者等の「推定数」ではなく、実際の入所者等の数に応じた人員配置

となっている （必要な従業者の数を満たしていない ）。 。

（ポイント）

・人員配置における入所者数は、当該施設の「前年度の平均値」を用いるものとする。

（ただし、前年度の実績が１年未満の場合や増床、減床部分を除く ）。

（ ）※「前年度の平均値」とは 赤本Ｐ 835
（ 。）当該年度の前年度 毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする

の入所者延数を当該前年度の日数で除して得た数。

（算定にあたっては小数点第2位以下切り上げ）

・ は 「推定数」に応じた人員の配置が必要と新設（前年度の実績が１年未満の）施設の場合 、

される。

・ は 【既存ベッド部分における「入所者の前年度の平均値 】と【増床部分に増床した場合 、 」

おける「推定数 】の合計に応じた人員の配置が必要とされる。」

（ ）※「推定数」の考え方は次のとおり 赤本Ｐ 835
「推定数」は、新設又は増床部分にかかる の場合に用いるもの前年度の実績が１年未満

とする。

①新設又は増床時点から６月未満の場合

推定数＝新設ベッド数（又は増床ベッド数）×９０％

②新設又は増床時点から６月以上１年未満の場合

推定数＝直近６月における「新設（又は増床部分）の入所者延数」÷６月間の日数

③新設又は増床時点から１年以上経過した場合

推定数＝直近１年間における「新設又は（増床部分）の入所者延数」÷１年間の日数

（例 「入所者の前年度の平均値：４８人」の施設が２０床の増床をした場合について）

増床の時点から６月未満における人員配置上の入所者数は

４８＋（２０×９０％）＝６６

となり、入所者数「６６人」に応じた人員の配置が必要となる。
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第２ 設備に関する基準

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（１） 設備 】

不適切事例

●廊下や消防設備の前にストレッチャーや車いす等が置かれている。

入所者等の日常生活や非常災害時に支障がないよう、備品は倉庫等で保管すること。→

●テーブル、椅子等の高さについて

、 。・施設の食堂等にあるテーブル 椅子の高さが入所者等の身体に適合していない事例があった

・車いすにおいても、身体に適合していない事例があった。

「 」 。「 」 、適合していないと車いすからの ずり落ち の原因にもなる ずり落ち を防止するため

身体を拘束している事例も起こっている。

入所者等の日常生活に適したものとなるよう、今一度施設内の点検をお願いします。→

●平面図に明示された部屋の用途の変更があったにもかかわらず、変更許可申請がなされていな

い。

既に、申請・届出している平面図に変更が生じる場合は、事前に変更許可申請書の提出が必要。→

※事業所（施設）の移転・増改築、用途変更等については、必ず事前協議を行うこと。

（施行規則第136条第2項）

第３ 運営に関する基準

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（１） 内容及び手続の説明及び同意 】

（ ）赤本Ｐ 847
不適切事例

●重要事項の説明を行っていない。（「重要事項説明書」を渡しているだけ）

「 」 「 」 （ 、 、 ）● 重要事項説明書 と 運営規程 の記載 従業者の員数 料金 通常の送迎の実施地域など

が相違している。

（ポイント）

・ 重要事項説明書」は、施設（事業所）を選択するために重要な事項を説明するためのもの「

であるので、 当該説明書を交付し、重要事項の説明を行うこと。あらかじめ

、 （ ） 。その後 入所 利用 申込者等がサービス提供を希望する場合に 同意を得ること文書により

・ 重要事項説明書」は「運営規程」の内容を基本にして作成し、事業の実態とも整合させる「

こと。
※掲載する情報の見直しを行い、入所者（利用者）への正しい情報提供に努めること。

・苦情相談窓口として次の連絡先を記載すること

①施設（事業所）の連絡先及び担当者

②岡山県国民健康保険団体連合会

（TEL０８６－２２３－８８１１、FAX０８６－２２３－９１０９）

③岡山市事業者指導課

（TEL０８６－２１２－１０１４、FAX０８６－２２１－３０１０）

※岡山市以外の市町村が「通常の事業（送迎）の実施地域」となっている場合は、

当該市町村介護保険担当課の連絡先を記載すること。
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【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（２） 身体的拘束等の禁止 】

（施設基準省令第1３条 →施設基準条例第17条）（赤本Ｐ ）853
（施設基準省令第43条 →施設基準条例第48条）不適切事例 （赤本Ｐ ）885

（身体拘束ゼロへの手引き）

●身体的拘束等の３つの要件「切迫性 「非代替性 「一時性」を満たさない場合にも拘束が行」 」

われている。

●「緊急やむを得ない場合」の判断を職員個人がしている。

●身体的拘束等に係る記録が不十分。

（ポイント）

・入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

※【緊急やむを得ない場合】とは次の①～③の要件すべてを満たす場合である。

①切迫性 本人または他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著

しく高いこと。

②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

③一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

・ 緊急やむを得ない場合」の判断は、職員個人ではなく、施設（事業所）の方針としてあら「

施設（事業所）全体で判断すること。かじめ決められた手順を踏み、

、 。・身体的拘束等の内容 目的 時間などを、 、 本人や家族に対して十分に説明し 同意を得ること

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、必ず （態様、時間、心身の状況、理詳細な記録

由など）を残すこと。

【介護老人保健施設】（３） 施設サービス計画の作成

【短期入所療養介護】※介護予防含む短期入所療養介護計画の作成

（施設基準省令第14条（赤本Ｐ →施設基準条例第18条）854 857～ ）

（居宅基準省令第147条（赤本Ｐ →居宅基準条例第197条）不適切事例 270 271・ ）

後●施設サービス計画（短期入所療養介護計画）原案に係る入所者等の同意が、サービス提供の

になっている。

●短期入所療養介護において、概ね４日以上継続して入所する利用者に対して、短期入所療養介

護計画を作成していない。

（ポイント）

・施設サービス計画（短期入所療養介護計画）については、サービス提供より に入所者等又前

はその家族に当該内容を説明し、 入所者等の同意を得ること。文書により

・短期入所療養介護において、 は、計画の作成義務がある概ね４日以上連続して利用する場合

ことに留意すること （既に居宅サービス計画がある場合は、当該計画に沿って作成すること）。
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【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（４） 非常災害対策 】

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）28 865 33
（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 103 277 112

●非常災害に関する計画について、消防法に基づく消防計画は立てられているが 「風水害・地、

震等の災害に対処するための計画」が策定されていない。

●消火訓練・避難訓練が年２回以上実施されていない。

（ポイント）

・施設等は、 を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体非常災害に関する具体的計画

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、 に避難、救出その他必要定期的

な訓練を行わなければならない。

【非常災害に関する具体的計画】とは※

消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第３条に規定する （これに準ずる消防計画

風水害（高潮、洪水、土砂災害等 、地震等の災害に対処するための計画を含む ）及び。 ）

をいう。計画

→ 施設の実情に合った計画を策定すること。

【定期的】とは※

消防計画に基づいて消火、通報及び避難の訓練を 実施しなければならない。年２回以上

あらかじめ、その旨を消防機関に通報しな→ 消防訓練及び避難訓練を実施する場合は、

ことに留意すること。ければならない

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（５） 設備・備品等の衛生管理について 】

不適切事例

玄関、汚物処理室等に消毒設備が設置されていない。●

（ ） 、 。→ 消毒設備が適切 設置箇所や消毒液の有無等 に設置されているか 今一度確認をお願いします

職員用トイレに共用のタオルを置いている。●

トイレや洗面所等には、共用タオルではなく、ペーパータオルなどを設置すること。→

医薬品を管理する棚（又は部屋）が施錠されていない。●

医薬品などが保管してある部屋や棚は、職員が不在になる場合には必ず施錠すること。→
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【介護老人保健施設】（６） 感染対策等に係る委員会及び研修について

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）29 866 867 34・

（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 118 866 867 146・

●老健において、感染対策委員会を概ね３月に１回以上開催していない。

また、委員会に不参加の従業者への周知が不十分。

●老健において、整備された指針に基づき感染対策研修を年２回以上実施していない。

また、研修に不参加の従業者への周知が不十分。

（ポイント）

・介護老人保健施設は 「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委、

員会 」は、 開催（感染症対策委員会 おおむね３月に１回以上（その他必要に応じて随時））

すること。

・介護老人保健施設は、施設の指針に基づき 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の「

ための研修 」を 行うこと。（感染対策研修 年２回以上） 定期的に（ ）

※「感染対策委員会」及び「感染対策研修」の実施内容については、必ず記録を残すこと。

当該記録は、具体的な内容が分かるものとし、参加できなかった従業者に対しても周知徹また、

。底を図ること

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（７） 掲示 】

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）31 868 36
（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 32 278 34

●事業運営にあたっての重要事項が掲示されていない。運営規程のみを掲示している。

●苦情に対する措置の概要、利用料などが欠落している。

●見やすい場所、見やすい位置に掲示されていない。

（ポイント）

・掲示すべき内容（項目）は 「重要事項説明書」と同じ内容とすること。、

・受付コーナー、相談室等入所（利用）申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。

設置の高さや字の大きさなど、高齢者の特性に配慮しているか？※
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【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（８） 秘密保持等 】

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）32 869 37
（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 33 278 35

●従業者の在職中及び退職後における、個人情報に関する秘密保持について、事業者と従業者間

で取り決めが行われていない。

●入所者等の家族から使用同意を得る様式になっていない。

●個人情報の使用に係る同意は得ているが、使用目的が明確になっていない。

（ポイント）

あらかじめ・従業者の在職中及び退職後における、個人情報に関する秘密保持については、

雇用契約、就業規則、労働条件通知書、誓約書等で取り決めを行うこと。

家族についても署名でき・家族の個人情報を使用する可能性もあるため、入所者等だけでなく

にしておくこと。る様式

また、個人情報の使用に係る様式には、個人情報の使用目的を 規定すること。具体的に

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（９） 苦情処理 】

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）34 869 870 39・

（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 36 279 280 38・

●既に解決した苦情を記録していない。

●苦情の内容の記録のみで 「その後の経過 「原因の分析」など再発防止のための取組みが行、 」、

われていない。

（ポイント）

、 、 、・苦情を受け付けた場合は とともに 苦情の内容を踏まえ苦情の内容等を具体的に記録する

サービスの質の向上に向けた取り組みを行うこと。

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む（１０） 事故発生の防止及び発生時の対応 】

（施設基準省令第 条（赤本Ｐ ）→施設基準条例第 条）36 871 41
（居宅基準省令第 条準用（赤本Ｐ ）→居宅基準条例第 条準用）不適切事例 37 280 281 40・

●事故（｢ヒヤリ・ハット｣を含む｡）の事例報告が記録様式に記録されていない。

※ヒヤリ・ハットとは、重大な事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例

●事故の事例について分析、検討が十分に行われていない。

●岡山市（事業者指導課）等に連絡・報告をしていない。

（ 、 、 ） 。●第２報 事故後の対応 事故原因の追究 再発防止に関する今後の対応・方針 の送付がない

又は内容が不十分である。
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（ポイント）

「その後の経過 「原因の分析 「再発防止の・事故に係る記録には、事故内容だけでなく、 」、 」、

。ための取組み」を具体的に記載すること

その分析を通じた改・事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、

すること。善策を従業者に周知徹底する体制を整備

・事故が発生した場合には、市町村、家族 （短期入所療養介護にあっては居宅介護支援事業、

所又は介護予防支援事業所）に速やかに連絡を行うこと。

岡山市（事業者指導課）への事故報告について

【報告の対象】

介護保険適用サービスを提供する指定介護保険事業者

【 報 告 先 】

岡山市保健福祉局事業者指導課

※岡山市外の介護保険サービス事業者の場合（岡山市の介護保険被保険者に係るもの）

にあっては介護保険課

【事故の範囲 （概要）】

(1) サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷、失踪した場合

(2) 施設等における感染防止の観点から対策が必要な疾患の発生が認められた場合

※食中毒、インフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症及び疥癬・結核 等

(3) その他、家族から苦情がある場合など、岡山市が報告する必要があると認める場合

【報告期日等】

「介護保険事業者・事故報告書」により、できるだけ速やかに報告を行うこと。

第１報は３日以内、第２報は第１報後概ね２週間以内※

※詳細は、集団指導資料（資料編）Ｐ52の「岡山市介護保険事故報告事務取扱要領」を参照。
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（資料３－３） 介護報酬算定上の留意事項について

（青本Ｐ ～ ）１．介護保健施設サービス費（１日につき） 714 717

※「①～⑤」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。

老 健 従来型個室 多床室

（非ユニット型） （定員１人） （定員２人以上）

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ

710 739 786 819① ① ① ①

757 811 834 893② ② ② ②

820 873 897 956介護老人保健施設 Ⅰ ③ ③ ③ ③

872 930 950 1,012④ ④ ④ ④

925 985 1,003 1,068⑤ ⑤ ⑤ ⑤

735 735 814 814① ① ① ①

818 818 897 897② ② ② ②

933 1,002 1,012 1,081介護療養型老人保健施設 Ⅱ ③ ③ ③ ③

1,009 1,078 1,088 1,157④ ④ ④ ④

1,085 1,154 1,164 1,233⑤ ⑤ ⑤ ⑤

735 735 814 814① ① ① ①

812 812 891 891② ② ② ②

906 975 985 1,054介護療養型老人保健施設 Ⅲ ③ ③ ③ ③

982 1,051 1,061 1,130（入所者等の合計数が４０以下） ④ ④ ④ ④

1,058 1,127 1,137 1,206⑤ ⑤ ⑤ ⑤

老 健 ユニット型個室 ユニット型準個室

（ユニット型） ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ

789 822 789 822① ① ① ①

836 896 836 896② ② ② ②

900 959 900 959介護老人保健施設 Ⅰ ③ ③ ③ ③

953 1,015 953 1,015④ ④ ④ ④

1,006 1,071 1,006 1,071⑤ ⑤ ⑤ ⑤

896 896 896 896① ① ① ①

979 979 979 979② ② ② ②

1,094 1,163 1,094 1,163介護療養型老人保健施設 Ⅱ ③ ③ ③ ③

1,170 1,239 1,170 1,239④ ④ ④ ④

1,246 1,315 1,246 1,315⑤ ⑤ ⑤ ⑤

896 896 896 896① ① ① ①

973 973 973 973② ② ② ②

1,067 1,136 1,067 1,136介護療養型老人保健施設 Ⅲ ③ ③ ③ ③

1,143 1,212 1,143 1,212（入所者等の合計数が４０以下） ④ ④ ④ ④

1,219 1,288 1,219 1,288⑤ ⑤ ⑤ ⑤
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（ ）（ ）２．介護保健施設サービス費の算定要件 青本Ｐ ～ 緑本Ｐ ～718 721 675 677

（青本Ｐ ）●定員超過、人員基準違反でないこと。 718

●個別の算定要件

従来どおり （青本Ｐ ）Ⅰのⅰ、ⅲ 《従来型》 718

（青本Ｐ ）Ⅰのⅱ、ⅳ 《在宅強化型》 718

（青本Ｐ ）〔体制要件〕 718
１ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（理学療法士等）

が適切に配置されていること。

●適切な配置とは、理学療法士等と医師、看護職員、支援相談員、栄養士、介護支援

専門員等が協力して在宅復帰に向けた施設サービス計画を策定できる体制が整備さ

。 （ ）れていること 青本Ｐ 721

（青本Ｐ ）〔在宅復帰要件〕 718
２ 算定日が属する月の において当該施設から退所した者「退所者 （当該施設内で前６月間 」

死亡した者を除く）のうち、 （当該施設におけ在宅において介護を受けることとなったもの

る入所期間が えていた退所者に限る）の占める割合が えていること。１月間を超 ５０％を超

退所後３０日以内 要介護４又は要介護５の場合にあ３ 退所者の （退所時の要介護状態区分が

）に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護っては１４日以内

支援事業者から情報提供を受けることにより 当該退所者の在宅における生活が１月以上 退、 （

所時の要介護状態区分が要介護４又は要介護５の場合にあっては１４日以上）継続する見込

みであることを し、 していること。確認 記録

・在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グ

ループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を含む。

なお、当該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含ま

。 （ 、 ）ない 青本Ｐ 349 721

（青本Ｐ ）〔ベッド回転率要件〕 718
４ を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数が であること。30.4 １０％以上

●小数点第３位以下は切り上げる。

●短期入所療養介護の利用者を含まない。

●平均在所日数＝ Ａ÷Ｂ
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（ 、 ）Ⅱのⅰ ⅲ Ⅲのⅰ ⅲ 療養型、 、 《 》 青本Ｐ ～ ・718 719 722 723

（ 、 ）Ⅱのⅱ ⅳ Ⅲのⅱ ⅳ 療養強化型、 、 《 》 青本Ｐ ・719 722 723
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●算定要件を満たさなくなった場合

（ ）Ⅰのⅱ ⅳ を算定している場合、 青本Ｐ ～720 721

（ ）Ⅱ Ⅲのⅰ～ⅳ を算定している場合、 青本Ｐ 722

●それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさなくなった事実が発生した月の翌月に変更の

届出を行い、当該月から 「Ⅰのⅰ、ⅲ」を非ユニット型、ユニット型の区分に応じて算、

定する。

※「在宅強化型の介護老人保健施設」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（青本Ｐ771 （緑本Ｐ449）（問１ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

平成２４年度介護報酬改定において新設された介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施

設サービス費（ⅱ）又は（ⅳ）を算定する介護老人保健施設（以下 「在宅強化型の介護老人、

保健施設」という ）における「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合 、。 」

「 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数 「要介護４及び要介護５の者の占30.4 」、

める割合」などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。

（答１）

ある。届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要で

（青本Ｐ771 （緑本Ｐ449）（問２ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前６月間」及び「算定

日が属する月の前３月間」とはどの範囲なのか。

（答２）

在宅強化型の介護老人保健施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が

受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものであり 「算定日が属、

算定を開始する月の前月を含する月の前６月間」又は「算定日が属する月の前３月間」とは、

をいう。む前６月間又は前３月間のこと

ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始

する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費なお、

である。についても同様の取扱い

（参考）平成２４年６月から算定を開始する場合
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・算定日が属する月の前６月間…平成２３年１２月から平成２４年５月まで

注：算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成２３年１１

月から平成２４年４月まで

・算定日が属する月の前３月間…平成２４年３月から５月まで

注：算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成２４年２月

から４月まで

（青本Ｐ771 （緑本Ｐ449）（問３ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

には、医療機関へ入院した者も含むのか。平均在所日数における退所者

（答３）

医療機関へ入院した者も含む。 。退所先は問わない

（青本Ｐ771 （緑本Ｐ449）（問４ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。

（答４）

入所者延日数とは、直近３月間の日々の入所者数（毎日 時時点で当該施設に入所中の者24
（当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む ）を合算したものである。。）

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ449）（問５ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合 「 を当該施設の入所者の」、 30.4
平均在所日数で除して得た数 「要介護４及び要介護５の者の占める割合」などの算出にお」、

いて、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。

（答５）

。短期入所療養介護の利用者は含まない

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ449）（問６ 【要件を満たさなくなった場合の取扱い】） ）

平成２４年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設の要件を満た

さなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り扱うのか。

（答６）

要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を

行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届

出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費（介護保健施設サービス費

（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅰ）又は（ⅲ ）を算定する。なお、満たさなくなった翌）

月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は不要である。

また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することに変更

になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たせば、届出が受理された日

が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から在宅復帰・在宅

療養支援機能加算を算定できる。

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ450）（問７ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを

利用する場合も含むのか。

（答７）

「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」の要件は、入所者が在宅におい
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て介護を受けることを評価したものであることから、居宅サービスを利用することは問題ない

が、退所後、直接短期入所生活介護又は短期入所療養介護等のショートステイを利用する場合

など、実際には在宅で介護を受けないことが見込まれる場合は含まれない。

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ450）（問８ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

在宅強化型の介護老人保健施設の算定要件において、前３月における入所者のうち、喀痰吸

引を必要とする者と経管栄養を必要とする者の合計の占める割合が１０％以上であれば当該要

件を満たすと考えてよいか。

（答８）

喀痰吸引を必要とする者が１０％以上 経管栄養を必要とする者が１０％以上であること又は

が必要である。

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ450）（問９ 【在宅強化型の介護老人保健施設】） ）

従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在

宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、

新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

（答９）

入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であ

っても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。

なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。

（青本Ｐ772 （緑本Ｐ473）（問１０ 【在宅強化型の介護老人保健施設：外泊中の入所者） 】 ）

平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれる

のか。

（答１０）

含まれる。

（ ）（ ）（ ）【 】問１１ 在宅強化型の介護老人保健施設：端数処理方法 青本Ｐ773 緑本Ｐ473

平均在所日数については、小数点第３位以下は切り上げることとされているが「在宅におい

て介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。

（答１１）

「在宅において介護を受けることになったものの割合 「要介護４及び要介護５の者のし」、

める割合」などについても、小数点第３位以下を切り上げる。
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（緑本Ｐ （青本Ｐ 、 ）３．介護保健施設サービス費について 677 349 720）

●介護保健施設サービス費所定単位数の算定区分について

「 」（ ） 、 、別掲告示９７号５７ 緑本Ｐ に掲げる区分に従い 入所者の要介護状態区分に応じて677
所定単位数を算定する。

算定時の留意事項については 「居宅報酬告示（短期入所サービス及び特定介護老人保健施設短、

期入所療養介護に係る部分）及び入所留意事項通知第２の６（４ （青本Ｐ 、 ）に定めら）」 349 720
れている。

老 健 従来型個室（定員１人） 多床室（定員２人以上）

（非ユニット型） ⅰ、ⅱ ⅲ、ⅳ

施設基準 施設基準

ユニットに属さない療養室 定 ユニットに属さない療養室介護老人保健施設 Ⅰ （

員が１人のものに限る ）の （定員が２人以上のものに限。

入所者に対して行われるもの る ）の入所者に対して行わ。

であること。 れるものであること。介護療養型

老人保健施設 Ⅱ

留意事項 留意事項

ユニットに属さない居室（定 ユニットに属さない居室（定

員が１人のものに限る 「従 員が２人以上のものに限る。。

来型個室 ）の入所者に対し 「多床室 ）の入所者に対し介護療養型 」 」

て行われる。 て行われる。老人保健施設 Ⅲ

老 健 ユニット型個室 ユニット型準個室

（ユニット型） ⅰ、ⅱ ⅲ、ⅳ

施設基準 施設基準

ユニットに属する療養室の入 ユニットに属する療養室（ユ介護老人保健施設 Ⅰ

居者に対して行われるもので ニットに属さない療養室を改

あること。 修したもの）の入居者に対し

て行われるものであること。介護療養型

老人保健施設 Ⅱ

留意事項 留意事項

ユニットに属する居室（ユニ ユニットに属する居室（ユニ

ット型個室）の入居者に対し ット型準個室）の入居者に対

て行われる。 して行われる。介護療養型

老人保健施設 Ⅲ
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（青本Ｐ 、 ・ （緑本Ｐ 、 、 ）４．従来型個室の算定 360 730 731 636 668 678）

下記①～⑤のいずれかに該当する場合は、個室であっても 「ⅰ、ⅱ（従来型個室：定員１、

）」 、「 、 （ ）」 。（ ）人 ではなく ⅲ ⅳ 多床室：定員２人以上 を算定する ユニット型老健は対象外

※（介護予防）短期入所療養介護は、下記②～④のとおりとする。

①平成１７年９月３０日においてユニットに属する個室以外の個室（以下「従来型個室」とい

う ）に入所している者であって、平成１７年１０月１日以後引き続き従来型個室に入所す。

るもの（ただし、平成１７年９月１日から同月３０日までの間において、特別な室料を支払

っていない者に限る ）。

※当該従来型個室を一旦退所後、再度、当該従来型個室に入所した場合は対象外

②感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個

室への入所期間が３０日以内であるもの

③療養室の面積が８．０㎡以下の従来型個室に入所する者

④著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあ

るとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

⑤ターミナルケア加算を算定する場合に、個室を希望し、個室に移行した場合の入所者

※これらの場合、居住費（滞在費・宿泊費）も多床室と同様、 となる。光熱水費に相当する額

（Ｐ 参照 （赤本Ｐ ）77 1207）

（青本Ｐ ・ 、 ・ ）５．入所等の日数の数え方 157 158 659 660

（１）短期入所、入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含

むものとする。

（２）同一敷地内の短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設又は介護保険施設（以下「介

護保険施設等」という ）の間で、利用者等が介護保険施設等から退所等したその日に他の介。

護保険施設等に入所等する場合は、 。入所等の日は含み、退所等の日は含まない

※隣接・近接する介護保険施設等の間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合も同様。

短期入所療養介護の利用者がそのまま介護老人保健施設に入所した場合は、入所に切り（例）

替えた日については短期入所療養介護費は算定できない。

（３）介護保険施設等を退所等したその日に、同一敷地内にある病院・診療所の医療保険適用病床

に入院する場合は、介護保険施設等においては 。退所等の日は算定されない

※隣接・近接する病院・診療所の医療保険適用病床であって相互に職員の兼務や施設の共用等

が行われているものに入院する場合も同様。

、 、（ ）例 短期入所療養介護の利用者が退所したその日に 同一敷地内の病院に入院した場合は

退所日については短期入所療養介護費は算定できない。

（４）同一敷地内の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合は、介

護保険施設等においては 。入所等の日は算定されない

（５）職員配置等基準の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所した日を含み、退所

した日は含まない。
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【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む６．定員超過利用の減算 】

（青本Ｐ ・ 、 、 ）52 53 158 660
（緑本Ｐ 、 、 ・ 「通所介護費等算定方法 ）686 694 700 701 」

（１）減算の対象

原則として、 （短期入所療養介護の利用者を含む） が運営１月間（暦月）の入所者数 の平均

規程に定める入所定員を超える場合は、該当月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った

月まで、 について、 とな入所者等（短期入所利用者を含む）の全員 所定単位数が７０％に減算

る。

※入所者等の数の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日を含まない。

※１月間の入所者等の数の平均は、当該月の全入所者等の延数を当該月の日数で除して得た

数（小数点以下を切り上げ）とする。

（２）災害、虐待の受入等やむを得ない理由による定員超過

定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで

継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む ）の翌月から所定単位数の減算。

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態を行うことはせず、

、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。が継続している場合に

施設基準条例

（定員の遵守） ※ユニット型の内容も同趣旨です（第５４条）

， 。第３２条 介護老人保健施設は 入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない

ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。

※あくまでも一時的かつ特例的なものであるため、速やかに定員超過利用を解消する必要が

ある。

※適正なサービスの提供を確保するために、定員超過利用の未然防止を図るよう努めなけれ

ばならない。

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む７．夜勤職員基準未満の 】

（青本Ｐ ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ）減算 58 59 159 160 348 661 662 718
（緑本Ｐ ～ 、 ・ ）709 711 713 714

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において下記①

②のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において について、入所者（及び利用者）の全員

となる （一部ユニット型については、基準に満たない事態がユニット所定単位数が９７％に減算 。

以外の部分・ユニット部分のどちらで発生したかは関係なく入所者（及び利用者）の全員が対象）

①夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が「夜勤職員基準（Ｐ 、 参照 」に定める員数に満56 57 ）

２日以上連続して発生した場合たない事態が

②夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が「夜勤職員基準（Ｐ 、 参照 」に定める員数に満56 57 ）

４日以上発生した場合たない事態が
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※夜勤を行う職員（看護職員又は介護職員）の定義

夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間（原則とし

て事業所又は施設ごとに設定 ）において夜勤を行う職員）

夜勤職員基準

ユニット以外の部分 ユニット部分

施設等の区分 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数

介護老人保健施設 ２以上 ●２ユニットごとに

●指定（介護予防）短期入所療養介護の利用 １以上

Ⅰ 者の数及び介護老人保健施設の入所者の数

の合計数「入所者等の数（※１ 」が４０）

以下の介護老人保健施設で、緊急時の連絡

体制を常時整備している場合

・・・１以上

介護療養型 １．上記基準と同一 １．２ユニットごとに

老人保健施設 ●次の要件のいずれにも適合する場合 １以上

①１又は２の病棟を有する病院から転換し

Ⅱ た場合（１の病棟の一部のみが転換した ２．夜勤を行う看護職

場合に限る） 員の数が入所者等

41②病院又は夜勤を行う看護職員若しくは介 の数 ※１ を（ ）

護職員の数が１以上である一般病床若し で除して得た数以

場合

③併設する病院又は一般病床若しくは療養

病床を有する診療所の入院患者と当該介

護老人保健施設の入所者等の数（※１）

の合計が１２０以下である

・・・１以上

２．夜勤を行う の数が入所者等の数（※看護職員

介護療養型 １． １．２ユニットごとに

老人保健施設 ●２以上。ただし、常時、緊急時の連絡体制 １以上

を整備している場合は、１以上でも可

Ⅲ ２．看護職員により、or
又は病院、診療所

（入所者等の合計 ●病院から転換し、次の要件のいずれにも適 若しくは訪問看護

数が４０以下） 合する場合 ステーションとの

①１又は２の病棟を有する病院から転換し 連携により、夜勤

た場合（１の病棟の一部のみが転換した 時間帯を通じて連

場合に限る） 絡体制を整備し、

②病院に併設している場合 かつ、必要に応じ

③併設する病院の入院患者と当該介護老人 て診療の補助を行

保健施設の入所者等の数（※１）の合計 う体制を整備して

・・・置かないことができる

or
●一般病床又は療養病床を有する診療所から
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※１ 入所者等の数は「前年度平均（老健と短期入所の合計 」を用いること。）

（青本Ｐ ・ 、 ・ （緑本Ｐ ・ 、 ・ ）159 160 661 662 709 710 713 714）

入所者等の数については、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をも

って終わる年度とする ）の平均を用いること。この場合、入所者等の平均は、前年度の指。

定（介護予防）短期入所療養介護の全利用者及び介護老人保健施設の全入所者の延数を当該

前年度の日数で除して得た数とし、小数点以下を切り上げる。

※２ （ユニット型）介護老人保健施設Ⅱを算定している場合

（青本Ｐ351、722）夜勤を行う看護職員は 「１日平均夜勤看護職員数」とする、 。

・ １日平均夜勤看護職員数」は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前「

５時までの時間を含めた連続する１６時間をいう ）における延夜勤時間数を、当該。

月の日数に１６を乗じて得た数で除して算定し、小数点第３位以下を切り捨てる。

（青本Ｐ351、723）※３ （ユニット型）介護老人保健施設Ⅲを算定している場合

当該施設（事業所）の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携

により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合には当該施設（事業所）からの緊

急の呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する

場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじめ定めておく

こと。

、 、※夜間の安全の確保及び入所者等のニーズに対応し 適正なサービスの提供を確保するために

夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう勤めなければならない。

（青本Ｐ159、661・662）

※（ユニット型）介護療養型老人保健施設Ⅱを算定している場合

【介護老人保健施設【短期入所生活介護】※介護予防含む７－２．夜勤看護職員数基準 】

（青本Ｐ 、 ・ ）未満の減算 351 722 723

夜勤を行う看護職員に係る１日平均夜勤看護職員数が下記①②のいずれかに該当する月において

は、入所者（及び利用者）の全員について、 となる所定単位数が９７％に減算

① １日平均夜勤看護職員数が 「夜勤職員基準（前項の表参照 」により確保され前月において 、 ）

１割を超えて不足していた場合るべき員数から

②１日平均夜勤看護職員数が 「夜勤職員基準（前項の表参照 」により確保されるべき員数か、 ）

１割の範囲内で不足している状況が過去３月間（暦月）継続していた場合ら

57



【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む８．人員基準欠如による減算 】

（青本Ｐ ～ 、 ・ 、 、 ・ 、 ）54 57 158 159 348 660 661 718
（緑本Ｐ ・ 、 ・ 、 ・ 「通所介護費等算定方法 ）686 687 694 695 700 701 」

医師、看護職員、介護職員、理介護老人保健施設及び（介護予防）短期入所療養介護において、

（介護老人保健施設にあっては ）の配置が、暦学療法士、作業療法士、言語聴覚士 介護支援専門員

月において に、入所者等の全員について、基準上満たすべき員数を下回っている場合（下表参照）

となる。所定単位数が７０％に減算

●看護職員、介護職員の場合

・人員基準欠如が１割を超える場合は、当該月の翌月から解消月まで減算となる。

・人員基準欠如が１割以下である場合は、当該月の翌々月から解消月まで減算となる。

（ただし、 ）翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。

●医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員の場合

・人員基準欠如した場合は、当該月の翌々月から解消月まで減算となる。

（ただし、 ）翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。

人員基準欠如による減算になる場合

介護老人保健施設 ①基準に定める員数の看護職員，介護職員を配置していない

②医師 常勤換算方法で入所者数比１００：１以上を満たしていない

③理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

常勤換算方法で入所者数比１００：１以上を満たしていない

④介護支援専門員 １以上配置を満たしていない

（入所者数比１００：１を標準）（ユニット型以外）

介護老人保健施設 ①入所者数に対する看護・介護職員の配置が常勤換算方法で３：１以

上を満たしていない

②医師 常勤換算方法で入所者数比１００：１以上を満たしていない

③理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

常勤換算方法で入所者数比１００：１以上を満たしていない

④介護支援専門員 １以上配置を満たしていない

（入所者数比１００：１を標準）（ユニット型）

短期入所療養介護 基準に定める員数の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療

法士または言語聴覚士を配置していない特定介護老人保健施設短期

入所療養介護費

（赤本Ｐ ～ 、 ～ 、緑本Ｐ ・ 、 ・ より抜粋）258 259 830 835 686 687 694 695
※④を除き、入所者数には短期入所の利用者を含む。サテライト型については②～④、医療機

関併設型については②③は適用されない
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（ 、 ）（ ）一部ユニット型の場合 Ｈ２１年４月版青本Ｐ299 651

●「施設全体」で、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支

援専門員の数が人員基準を満たしていない、又は 「ユニット以外の部分」で、看護職員、介、

護職員の数が人員基準を満たしていない場合に、 となる。ユニット以外の部分が減算

●「施設全体」で、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支

援専門員の数が人員基準を満たしていない、又は 「ユニット部分」で、常勤換算方法でユニ、

ット部分の入居者の数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以上の看護職員又は介護職員

の数を置いていない場合に、 となる。ユニット部分が減算

【介護老人保健施設【短期入所療養介護】※介護予防含む９．ユニットにおける職員に係る減算 】

（ 、 ）（ 、 ）青本Ｐ ・ ・ 緑本Ｐ352 353 724 725 659 677
ユニット型の介護老人保健施設及び（介護予防）短期入所療養介護について、ある月（暦月）に

おいて に、その翌々月から基準に満たない下記①②いずれかの基準に満たない状況が発生した場合

所定単位数が９７％に状況が解消されるに至った月まで、入所者（及び利用者）の全員について、

となる （ただし、 ）減算 翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。 。

①日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

②ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

【介護老人保健施設】 （△５単位／日）１０．身体拘束廃止未実施減算
（青本Ｐ724・725）

身体拘束等を行う場合の記録を行ってい施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

、入所者全員について 。ない場合に 所定単位数から１日につき５単位を減算する

具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を提出した後、事実が生

事実が生じた月の翌月から改じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を報告することとし、

、入所者全員について 。善が認められた月までの間について 所定単位数から減算することとなる

施設基準条例
（介護保健施設サービスの取扱方針）

第１７条４ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，当該入所者
又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘
束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という ）を行ってはなら。
ない。

５ 介護老人保健施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第４８条６ ユニット型介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，
当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き，身体的拘束等を行ってはならない。

７ ユニット型介護老人保健施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，そ
の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
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（記録の整備）
第４３条２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次
に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

（ 、 、 ）【 】重要 赤本Ｐ270 853 身体拘束ゼロへの手引き

●記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記録しなければならない。

●緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続きについて、指針（緊急やむを得ない場

合に該当するかどうかの判断、ルール）などを定めておくこと。

●入所者及びその家族等に対して、身体的拘束等の内容・目的・時間・時間帯・期間等を

できるだけ詳細に説明し、十分な理解を得るように努めること （説明手続きなどの明。

文化等）

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む１１．夜勤職員配置加算 】

（ 、 ）（ ）２４単位／日 青本Ｐ ・ ・352 353 724 725
（緑本Ｐ 、 「夜勤職員基準 ）711 714 」

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、

●入所者等の数が４１以上の場合

・入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ、２を超えていること。

●入所者等の数が４０以下の場合

・入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ、１を超えていること。

加算に必要な夜勤職員の人数

ユニット以外の部分 ユニット部分

入所者等の数※ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数（ ）加算算定が可能な場合

１～２０ １を超えていること

２１～４０ ２以上

４１～６０ ３以上

６１～８０ ４以上

８１～１００ ５以上

１００～ 以下同様に「入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上」

※老健の入所者数と短期入所の利用者数の合計数とする。

※ （Ｐ57※1に同じ）入所者等の数は「前年度平均」を用いること。
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（ 、 ）【 】重要 青本Ｐ725 Ｈ２１年４月版青本Ｐ654

●夜勤を行う職員（介護職員又は看護職員）の数は 「一日平均夜勤職員数」とする。、

「一日平均夜勤職員数」は、暦月毎に夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの

時間を含めた連続する１６時間）における延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて

得た数で除して算定し、小数点第３位以下を切り捨てる。

●認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の基準については認

知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。

●一部ユニット型介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の基準については、ユニット部分と

それ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。

不適切事例 （夜勤職員配置加算）

◆加算の算定にあたって、１６時間以上の夜勤時間帯（就業規則上の夜勤時間など）を基に計算し

ている。

夜勤時間帯は、各施設（事業所）における午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた→

連続する１６時間で算定すること。

◆加算の要件を満たしていることを毎月確認していない。

暦月ごとに算定要件を満たしていることを確認すること。→

※「夜勤職員配置加算」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ126）（問１ 【ユニットや専門棟がある場合の取扱い】）

ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。

（答１）

施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分

それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部

分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

（緑本Ｐ154）（問２ 【延夜勤時間数（早出・遅出・日勤帯の扱い ：介護老人福祉施設】） ）

日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の1
勤務時間も含められるのか。
（答２）

本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間

帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した

夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延

夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例

えば「 時から翌日 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤22 14
時間帯の設定は、例えば「 時から翌朝 時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含17 9
む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。

ただし、夜勤職員配置の最低基準が 人以上とされている入所者が 人以下の施設につい1 25
ては、いわゆる「 人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配す1
る（夜勤職員を 人以上とする）ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。2
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（緑本Ｐ154）（問３ 【延夜勤時間数（休憩時間の扱い ：介護老人福祉施設】） ）

延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えば

いいのか。

（答３）

。た通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない

だし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場

合についてまで含めることは認められない。

（緑本Ｐ1６１）（問４ 【算定要件は日ごと・月平均どちらでみるか】）

夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも１月ごとの平均で考えるのか。１

、 、 。月ごととした場合は 介護療養型医療施設と同様に 該当した月の翌月からの算定でよいのか

（答４）

１月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受

理された月の翌月からの算定でよい。

【 】 （ ）１２．短期集中リハビリテーション 介護老人保健施設 ２４０単位／日

（青本Ｐ ・ ）実施加算 726 727

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その

の期間に リハビリテーションを行った場合、所定単位数に入所の日から起算して３月以内 集中的に

加算する。

●集中的なリハビリテーションとは、２０分以上の個別リハビリテーションを、１週につき概ね３

日以上実施する場合をいう。

、 。●当該入所者が過去３月間の間に 介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる

ただし、次の場合はこの限りではない。

・短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後３月に満たない期間に４週間以

上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合で、短期集中リハビリテーションの必要性が認

められる者。

・短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後３月に満たない期間に４週間未

満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合で、次の①②の状態である者。

①脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等 、髄膜炎等を急性発）

症した者

②上・下肢の総合損傷（骨、筋・腱・靱帯、神経、血管のうち３種類以上の複合損傷 、脊椎損傷）

による四肢麻痺（一肢以上 、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢 、運動器の悪） ）

性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者

不適切事例 （短期集中リハビリテーション実施加算）

◆算定要件である個別リハビリテーションの実施時間が記録されていない。

◆起算日を誤っている。
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※「短期集中リハビリテーション実施加算」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ161）（問１ 【加算の算定日・算定要件】）
短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われ

ていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施し
た日に限り算定となるのか。その際、 人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。1
（答１）
介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリ

テーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結
果、 対 のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の1 1

1 1 1 20算定が可能である。なお介護老人保健施設における 対 のリハビリテーションは 単位
分以上である。

（緑本Ｐ161）（問２ 【要件を満たさなかった場合】）
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等

のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合は
どのように取り扱うか。
（答２）
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適

合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であって
、 （ ）、 、も ①やむを得ない理由によるもの 利用者の体調悪化等 ②総合的なアセスメントの結果

、 、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても それが適切なマネジメントに基づくもので
利用者の同意を得ているもの（一時的な意欲減退に伴う回数調整等）であれば算定要件に適合
するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハ
ビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。

（緑本Ｐ162）（問３ 【認知症短期集中リハとの同日算定】）
「 」 「 」短期集中リハビリテーション実施加算 と 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
は同日に重複して加算することは可能か。
（答３）
別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。

（緑本Ｐ162）（問４ 【起算日（短期入所→入所 】） ）
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合につ

いて、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。
（答４）
短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、

施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日か
らとなる （初期加算の算定に準じて取り扱われたい｡）。

（問５ 【機能訓練（運営基準での規定）リハビリテーションマネジメント加算（包括化 】） ）
（緑本Ｐ339）

今回〔平成 年 月〕リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週２21 4
回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画
書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけ
で良いのか。
（答５）
老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週２回の機能訓練を

行うことが運営基準（通知）上規定されている。
また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施

に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。

（緑本Ｐ450）（問６ 【加算の起算日：在宅強化型の介護老人保健施設】）
従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在

宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、
新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。
（答６）
入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であ

っても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。
なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。
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（緑本Ｐ451 （青本Ｐ774）（問７ 【加算の算定要件】） ）
「過去３月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととさ

れたが、過去３月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション
実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。
（答７）
短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去３月の間に介護老人

保健施設に入所したことがある場合には算定できない。

（緑本Ｐ451 （青本Ｐ774）（問８ 【加算の起算日】） ）
肺炎により 週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテ4

ーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。
（答８）
入院前の入所日が起算日である。

（緑本Ｐ169）（問９ 【加算の起算日：介護療養型老人保健施設】）
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテー

ション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。
（答９）
転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換

前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同
様に転換前の入院日が起算日となる。

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含まない１３．認知症ケア加算 】

（青本Ｐ ・ 、 ・ ）（７６単位／日） 354 355 728 729
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症

の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、所定単位数に加算する。

認知●日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする

していること。症の入所者と他の入所者とを区別

●他の入所者と区別して日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから

介護を必要とする認知症の入所者に対する介護保健施設サービスを行うのに適当な下記①～⑤の

基準に適合する施設及び設備を有していること。

① 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする専ら

（原則として、同一の建物又は階において、他の指認知症の入所者を入所させるための施設。

定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるもので

ないもの ）。

②施設の とすること。入所定員は４０人を標準

③施設に ていること。入所定員の１割以上の数の個室を設け

④施設に療養室以外の生活の場として て入所定員１人当たり面積が２㎡以上のデイルームを設け

いること。

⑤施設に日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る で認知症の入所者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設

あって、 を設けていること。３０㎡以上の面積を有するもの

●介護保健施設サービスの とすること。単位ごとの入所者の数について、１０人を標準
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●介護保健施設サービスの単位ごとに すること。固定した介護職員又は看護職員を配置

● こと。ユニット型でない

不適切事例 （認知症ケア加算）

◆勤務形態一覧表が、サービス単位ごとに作成されていなかった。

→サービスを行う単位ごとに固定した職員配置になっていることがわかる勤務表を作成すること。

【重要】

●「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の入所者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は に該当し、認知症専門M
棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者。

●従業者が１人１人の入所者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した

上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求

められるので、認知症専門棟における従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を

重視したサービスの提供に配慮しなければならない。以上のことから認知症専門棟におけ

る介護職員等の配置については、以下の①②を標準とする。

① については するこ日中 入所者１０人に対し常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

と。

② については、 夜間及び深夜の夜間及び深夜 ２０人に１人以上の看護職員又は介護職員を

勤務に従事する職員として すること。配置

●ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定し

ない。

【短期入所生活介護】※介護予防含む （１８４単位／片道）１４．送迎加算
体制届出が必要（緑本Ｐ ・ （青本Ｐ ）737 738 360）

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し

て、 を行う場合は、片道につき１８４単位を所定その居宅と短期入所療養介護事業所との間の送迎

単位数に加算する。

不適切事例 （送迎加算）

◆病院と事業所の間の送迎について加算を算定している。

居宅と短期入所療養介護事業所との間の送迎のみが加算対象。→

◆事業所の職員が徒歩で送迎した場合に加算を算定している。

送迎車による送迎以外は加算の対象外。※次ページ【介護報酬Ｑ＆Ａ】を参照→

65



※「送迎加算」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ100）（問 【事業所間の送迎】）

短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定

について

（答）

短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行う

ことが必要と認められる利用者に対して､原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に

、 、送迎する場合について算定されるものであり 短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず

事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。

【介護老人保健施設】 （３６２単位／日）１５．外泊したときの費用の算定
（青本Ｐ ・ ）730 731

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、 所定単位数に代えて１月に６日を限度として

当該費用を算定する。

●ただし、外泊の （所定単位数を算定する 。初日及び最終日は算定できない ）

（例）外泊期間：３／１～３／８ ３／２～３／７ について外泊時の費用を算定→

● 外泊時の費用 の算定にあたって １回の外泊で月をまたがる場合は 最大で １３泊 １「 」 、 、 （連続

２日分）まで「外泊時の費用」の算定が可能 （毎月ごとに６日分の外泊時の費用の算定ができる。

ものではない）

（例）外泊期間：１／２５～３／８

１／２６～１／３１（６日間）及び２／１～２／６（６日間）について外泊時の費用を算定→

●外泊の期間中にそのまま退所した場合 退所した日の「外泊時の費用」は算定可能→

●外泊期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合 入院日以降は 「外泊時の費用」は算定不可→ 、

●入所者の同意を得てそのベッドを短期入所療養介護 「外泊時の費用」は算定不可→

に活用した場合

※入所者の外泊の期間中で、かつ 「外泊時の費用」の算定期間中にあっては、当該入所者が使、

用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくこと。

※「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等

も含む。

※外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定できない。
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※体制届出が必要（緑本Ｐ ）１６．ターミナルケア加算 【介護老人保健施設】 743
（ ）（ 「 」）青本Ｐ ・ 緑本Ｐ 別掲告示 号第 号732 733 636 95 57

【 ユニット型）介護老人保健施設 （従来型老健）（ 】

・死亡日以前４日以上３０日以下： １６０単位／日

・死亡日の前日及び前々日： ８２０単位／日

・死亡日： １，６５０単位／日

【 ユニット型）介護療養型老人保健施設 （転換型老健）（ 】

・死亡日以前４日以上３０日以下： １６０単位／日

・死亡日の前日及び前々日： ８５０単位／日

・死亡日： １，７００単位／日

を する。死亡月に所定単位数に加算

退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。ただし、

入所者本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時

本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさ

を尊重した看取りが出来るよう支援する。

入所者に係る算定要件

※次の①～③のすべてを満たすこと （別掲告示９５号第５７号）。

①医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

②入所者（又は家族等）の同意を得て、入所者の されているこターミナルケアに係る計画が作成

と。

③医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ 、本人（又随時

は家族等）への を行い、 ターミナルケアが行われていること。説明 同意を得て

【重要】

● として、施設において行ったターミナルケアを評価する。死亡日を含めて３０日を上限

● は、当該施設においてター死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合

退所した日の翌日から死亡日までの期間は算定できない。ミナルケアを直接行っていない

（退所した日の翌日から死亡日までの期間が３０日以上あった場合には、ターミナルケア

加算を算定することはできない ）。

●施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、ターミナルケア加算

は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、当該施設に入所していない

月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所する際、退所の翌月に
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亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る一部負担の請求を行う場合がある

ことを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要。

●施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等を行うことが必要であり、入所者

の家族等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。

●外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかどうかは、当該日に所定

単位数を算定するかどうかによる。したがって、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定

した場合を除く）には、当該外泊期間が死亡日以前３０日の範囲内であれば、当該外泊期

間を除いた期間について、ターミナルケア加算の算定が可能。

本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、●

その であ説明日時、内容等を記録するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要

る。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないよ

うな場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対す

るターミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場

合には、ターミナルケア加算の算定は可能。

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相

談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

、 、 、なお であり 施設としては家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要

一度連絡を取って来てくれなかったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族

の意思を確認しながらターミナルケアを進めていくことが重要である。

●ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個室でのターミナルケ

アを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿えるよう考慮すべきである。なお、個

室に移行した場合の入所者については、個室であっても、ⅰ若しくはⅱ（従来型個室：定

員１人）ではなく、ⅲ若しくはⅳ（多床室：定員２人以上）を算定する。

※「ターミナルケア加算」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ165）（問１ 【転院後死亡した場合】）

ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院

して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。

（答１）

従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、死亡日を含めて３

０日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数については算定可能。介護療養型老健

については、入所者の居宅又は当該施設で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死

亡した場合にあっては退所日以前も含め算定できないもの。
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（青本Ｐ777）（問２ 【介護療養型老人保健施設の場合】）

介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行

っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算

を算定できるのか。

（答２）

介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前３０日において入所していた間で、ターミナ

ルケアを実施していた期間については、やむを得ず医療機関で亡くなった場合であっても、タ

ーミナルケア加算を算定できる。

※（ユニット型）介護老人保健施設で「Ⅰのⅰ、ⅲ」を算定している施設が算定する

【介護老人保健施設】１７．在宅復帰・在宅療養支援機能加算
（ ）（ ）２１単位／日 青本Ｐ ・736 737

（緑本Ｐ ・ 「別掲告示 号第 号 ）651 652 96 64 」

● において当該施設から退所した者（以下「退所者」という。当該算定日が属する月の前６月間

当該施設施設内で死亡した者を除く）のうち、在宅において介護を受けることとなったもの（

）の占める割合が えているこにおける入所期間が１月間を超えていた退所者に限る ３０％を超

と。

●入所者の退所後３０日以内（退所時の要介護状態区分が要介護４又は要介護５の場合にあって

は１４日以内）に、当該施設の従業者が当該入所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事

業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上（退所時の

要介護状態区分が要介護４又は要介護５の場合にあっては１４日以上）継続する見込みである

ことを確認し、記録していること。

● を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数が であること。30.4 ５％以上

【重要】 （青本Ｐ349・350、737）

●在宅において介護を受けることとなったもの

・・・ 在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グ

ループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を含む。なお、当該施設から退所

した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。

● を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数30.4
・・・ 小数点第３位以下は切り上げる。

短期入所療養介護の利用者を含まない。

平均在所日数＝ Ａ÷Ｂ

Ａ ＝ 当該施設における直近３月間の入所者延日数

Ｂ ＝ （当該施設における当該３月間の新規入所者数＋当該施設における当該３月

間の新規退所者数）÷２
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●入所者とは、毎日２４時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所して

その日のうちに退所又は死亡した者を含む。

●新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施設に入所した者（新規入所者）の

数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算

入しない。当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取

り扱う。

●新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から退所した者の数をいう。

当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含む。

●入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及びその家族に対して、退所後の居宅

サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。

●本人家族に対する指導の内容は以下の①～④のようなものであること。

①食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

、②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換

起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導

③家屋の改善の指導

④退所する者の介助方法に関する指導

●算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。

【介護老人保健施設】 （３０単位／日）１８．初期加算
（青本Ｐ ・ ）738 739

入所者については、介護老人保健施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な

支援を必要とすることから、 所定単位数に加算する。入所日から３０日間に限って

●「入所日から３０日間」中に外泊を行った場合、当該 。外泊を行っている間は、算定不可

●初期加算は、当該入所者が （だだし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は に該過去３月間 M
当該介護老人保健施設に入所したことがない当する者の場合は過去１月間とする ）の間に、。

算定可能。場合に限り

日を空けることなく引き続き当●当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が

該施設に入所した場合 入所直前の短期入所療養介護の利用日数を３０については、初期加算は

して得た日数に限り算定するものとする。日から控除
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【介護老人保健施設】 （１４単位／日）１９．栄養マネジメント加算
（ ）（ 「 」）青本Ｐ ・ 緑本Ｐ 別掲告示 号第 号744 745 649 96 43

● （栄養士は不可）を１名以上配置していること。常勤の管理栄養士

※調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は算定不可

※常勤の管理栄養士が、 の同一敷地内の複数の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設

栄養ケア・マネジメントを行う場合は、 できる。当該管理栄養士が所属する施設のみ算定

ただし、サテライト型施設を有する介護保険施設（以下「本体施設」という）にあっては、次の取扱いとする。。

○本体施設に常勤の管理栄養士を１名配置している場合（本体施設の入所者数とサテライト型施設（１施設に限る）の入。

所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が１未満である場合に限る）であって、当該管理栄養士が当該サテラ。

イト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト施設においても算定できるこ

ととする。

○本体施設に常勤の管理栄養士を２名以上配置している場合であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適切

に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト型施設（１施設に限る）においても算定できる。。

●下記①～⑥に掲げるとおり 栄養ケア・マネジメントを実施すること。入所者毎に

①施設入所時に 「栄養スクリーニング（＝低栄養状態のリスクの把握 」を行うこと。、 ）

②栄養スクリーニングを踏まえ 「栄養アセスメント（＝解決すべき課題の把握 」を行うこと。、 ）

、 、 、 、 、 、③栄養アセスメントを踏まえ 施設長の管理のもと 医師 管理栄養士 歯科医師 看護職員

介護支援専門員、その他の職種の者が すること。共同して、栄養ケア計画を作成

※作成した栄養ケア計画は、 こと。入所者又はその家族に説明し、同意を得る

※【栄養ケア計画の記載事項】

・栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）

・栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）

・解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

・栄養状態のモニタリング間隔・・・・等

④栄養ケア計画に基づき栄養ケア・マネジメントを実施し、栄養ケア計画に実施上の問題があ

れば直ちに当該計画を修正すること。

⑤栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリング

を行うこと。

【 】【低栄養状態のリスクレベル】 モニタリング間隔

リスクが高い者 概ね２週間毎低栄養状態の

（ ）栄養補給方法の変更の必要性がある者

リスクが低い者 概ね３月毎低栄養状態の

⑥低栄養状態のリスクにかかわらず、 など、入所者の栄養少なくとも月１回、体重を測定する

状態の把握を行うこと。

概ね３月を目途として 栄養スクリーニングを実施し、栄養⑦ 、低栄養状態のリスクについて、

こと。ケア計画の見直しを行う
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【重要】

● 、原則として すること。栄養ケア・マネジメントは 入所者全員に対して実施

●栄養スクリーニング、栄養アセスメント、モニタリング等の栄養ケア・マネジメントは必ず

記録しておくこと。

●栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に 加算の算説明し、その同意を得られた日から

定を開始すること。

※定員超過利用・人員基準欠如に該当する場合は算定不可 （緑本Ｐ 「別掲告示 号第 号 ）。 」649 96 43

【介護老人保健施設 【短期入所療養介護】※介護予防含む２０．療養食加算 】

（青本Ｐ ・ （緑本Ｐ 、 ）（２３単位／日） 752 753 636 643）

食事の提供が されており、入所者等の年齢、心身の状況によ管理栄養士又は栄養士によって管理

って が行われている場合に、入所者等の病状等に応じて、主治適切な栄養量及び内容の食事の提供

の医師より入所者等に対し疾患治療の直接手段として発行された 、療養食が提供食事せんに基づき

された場合に１日につき所定単位数に加算する。

● されている必要があること。療養食の献立表が作成

●経口移行加算又は経口維持加算との併算定は不可。

●加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて

提供される入所者等の年齢 病状等に対応した栄養量及び内容を有する下記①～⑨とする 療、 。（

養食の摂取の方法は、経口又は経管の別を問わないこと ）。

糖尿病食①

腎臓病食②

※心臓疾患等に対して（総量 未満の）減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取6.0g
り扱う （ただし、 ）。 高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象外

肝臓病食③

※肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉

鎖性黄疸を含む）等をいう。

④ （流動食は除く）胃潰瘍食

手術前後に与える高※十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。

が、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食にカロリー食は加算の対象としない

準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍

性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養

食として取り扱って差し支えないこと。

貧血食⑤

10g/dl※療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が

以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。

膵臓病食⑥
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脂質異状症食⑦

※高度肥満症（肥満度が 以上又は （ ）が 以上）に対して食事療+70% BMI Body Mass Index 35
法を行う場合は、脂質異状症食に準じて取り扱うことができること。

※療養食として提供される脂質異状症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態における

LDL 140mg/dl HDL- 40mg/dl‐コレステロール値が 以上である者又は コレステロール値が

未満若しくは血清中性脂肪値が 以上である者であること。150mg/dl
痛風食⑧

特別な場合の検査食⑨

※特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸 線検査・大腸内視鏡検査のために特X
に残さの少ない調理済食品を使用した場合は「特別な場合の検査食」として取り扱って差

し支えないこと。

※定員超過利用・人員基準欠如に該当する場合は算定不可 （緑本Ｐ 「別掲告示 号第 号 ）。 」643 96 19

不適切事例 （療養食加算）

◆ショートステイを定期的に利用している者に係る食事せんを当初のみしか発行していない。

食事せんは、短期入所療養介護の利用毎に発行すること。→

※下記【介護報酬Ｑ＆Ａ】の（問２）参照

※「療養食加算」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ141）（問１ 【食事せん交付の費用：介護老人保健施設】）

と解してよいか。療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されている

（答１）

御指摘のとおりである。

（緑本Ｐ101）（問２ 【食事せんの発行頻度：短期入所療養介護】）

ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。
（答２）

短期入所生活（療養）介護の利用毎に食事せんを発行することになる。

【介護老人保健施設】 （３００単位／日）２１．所定疾患施設療養費
（青本Ｐ ・ ）756 757

●入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

●同一の入所者について１月に１回、連続する７日を限度として算定する。

●緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。

、 、 、 、 、 。●診断 診断を行った日 実施した投薬 検査 注射 処置の内容等を診療録に記載していること

●所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所

者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
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●対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。

・肺炎の者

・尿路感染症の者

・帯状疱疹の者（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る）

●所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療

、 、 、 、 、管理として投薬 検査 注射 処置等が行われた場合に １回に連続する７日を限度とし

月１回に限り算定するものであるので、１月に連続しない１日を７回算定することは認め

られない。

●所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。

●算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の

内容等を診療録に記載しておくこと。

●請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

●当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たって

は、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報

告すること。

※「所定疾患施設療養費」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（緑本Ｐ451）（問１）
平成 年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。24

（答１）
必要ない。

（緑本Ｐ451）（問２）
４月２８日から３０日の３日間に引き続き、５月１日から４日の４日間に算定した後、５月

中に再度算定できるのか。
（答２）
算定できない。

【短期入所療養介護】※介護予防含まない２２．緊急短期入所者受入実施加算
（青本Ｐ ・ ）（９０単位／日） 356 357

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定

居宅サービス計画において計画的に短期入所療養介護を受けることが必要と認めた利用者に対し、

行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合 利用を開始した日から起算は、

して として所定単位数に加算する。７日を限度

●「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定しない。

介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった●

場合 居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されてであって、かつ、

居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門いない

員が、その必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。

74



●やむを得ない事情により、当該介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、利用者又は家族

の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合で、事後に

当該介護支援専門員によって、当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても算

定できる。

●７日を限度として算定するとあるのは、緊急に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受

け入れる際の初期の手間を評価したものであり、利用開始後８日目以降の短期入所療養介護の利

利用者が速用継続を妨げるものではない。また、緊急に受入れを行った事業所については、当該

やかに居宅における生活に復帰できるよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談する

こと。

●緊急利用した者に関する すること。ま利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録

た、 するなどして、適正な緊急利用緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存

に努めること。

●緊急受入に対応するため、 、緊急的な居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め

利用ニーズの調整を行うための すること。また、空床の有効活用を図る観点から、窓口を明確化

、 、情報公表システム 当該事業所のホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により

こと。空床情報を公表するよう努める

※（ ユニット型）介護老人保健施設の短期入所療養介護費、又は 「特定介護老人保施設短期入（ 、
所療養介護費」を算定している施設が算定する）

【短期入所療養介護】※介護予防含まない２３．重度療養管理加算

（青本Ｐ ・ ）358 359
・ ユニット型）介護老人保健施設の短期入所療養介護費（Ⅰのⅰ～ⅳ）を算定している場合（

・・・・１２０単位／日

・ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」を算定している場合 ・・・・６０単位／日「

、 、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の利用者に対して 計画的な医学的管理を継続して行い

かつ、療養上必要な処置を行った場合に所定単位数に加算する。

●利用者の状態が次のいずれかに該当すること。

①常時頻回の喀痰吸引を実施している状態

②呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

③中心静脈注射を実施している状態

④人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

⑤重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

⑥膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる身体

障害者障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態

⑦経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

⑧褥瘡に対する治療を実施している状態

⑨気管切開が行われている状態

※入所留意事項通知（青本Ｐ３５９）により、さらに詳細に規定されているので注意する

こと。通知に定められた状態でなければ算定不可。
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不適切事例 （重度療養管理加算）

◆利用者に対する計画的な医学的管理の内容等が診療録に記録されていない。

◆利用者の状態が、留意事項通知に定める状態を満たしていない

２４．各種加算の留意点

●留意点

１．ミスによる報酬返還を防止するため、単位数表・解釈通知・関連する告示・厚生労働省が発

したＱ＆Ａ等をよく確認すること。

２．加算には と がある。要件等は、単位数表、解釈通知その他の通複数の要件 必須とされる記録

知類及びＱ＆Ａ等に分散しているため注意すること。

３．明文上必須とされている要件や記録については、加算算定要件を満たしていることが事後的

に確認できなければならない。事後調査等で、加算算定時点に要件に合致していないことが判

明した場合は、加算全体が無効になる。

介護報酬を請求すこれらの要件や記録は、行政機関等の監査のために作成するものではなく、

であるので、請求にあたっては、これらの書類に基づいて行うことになる。るための根拠

●説明と同意

１．個別的なサービスに係る加算については、基本的に、入所者又はその家族に対する説明と同

意が必須である。

同意がなければ算定できない。２．他の算定要件が満たされていても、

●サービス提供と加算

１．各種加算には一定の必要要件があるが、これは加算算定を行うための要件に過ぎない。よっ

て、これらの要件を満たさないという理由で、各種サービスの提供ができないということでは

ない。単に、加算算定ができないというだけである。この場合、各種該当サービスは基本報酬

の範疇で行われると考えられる。

２．原則として入所者全員に算定するものとされている加算については、入所者全員について算

定要件を満たすよう努める必要がある。個々に算定要件を満たしていない場合は当該入所者に

ついては算定できない。

●加算の届出と算定開始月

． 、 。１ 加算等については を開始する届出受理日の翌月 受理日が１日の場合はその月 から算定（ ）

． 、 。２ 施設の体制等が加算等の基準に該当しなくなった場合は その日から加算の算定はできない

また、その旨を速やかに届け出なければならない。
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（資料３－４） その他の費用について

（赤本Ｐ ～ 、 ～ 、 ～ ）１．居住費と食費について 851 853 1206 1207 1208 1211

●居住費や食費については、 により決められる。入所者等と施設の契約

●居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（ 厚労告 ）H17.9.7 419
（赤本Ｐ ～ ）1206 1207

（１）適正な手続の確保

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約の適正な締結を確保するため、次に掲げる当

該契約に係る手続を行うこと。

（２）居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

利用料は、次に掲げる額を基本とする。

利用料基本額 利用料の水準の設定に当たって勘案すべき

事項

・ユニット型個室 ・施設の建設費用（修繕費用、維持費用等室料＋光熱水費

居 ・ユニット型準個室 に相当する額 を含み、公的助成の有無についても勘案

住 ・従来型個室 する ）。

費 ・多床室 ・近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費

・従来型個室特例対象 に相当する額 光熱水費の平均的な費用

者が入所するもの

（Ｐ 参照）54
食材料費＋調理

食 費 に係る費用

に相当する額

（３）その他

利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は，前号に掲げる

居住，及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。
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２．特別な療養室（食事）の提供に係る費用

利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げ

る居住、滞在及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。

（ ）（ ） （ ） 【 】１ 入所者 利用者 が選定する 特別な療養室 の提供に係る基準 赤本Ｐ ～1208 1211
【特別な療養室】に係る費用を徴収する場合は次の①～⑦の 。すべてを満たすこと

① 特別な療養室の であること。定員が１人又は２人

② 特別な療養室の定員数が施設等の定員の を超えないこと。概ね１００分の５０

③ 特別な療養室の入所者等 であること。１人当たりの床面積が８㎡以上

、 。④ 特別な療養室の施設 設備等が当該費用の であること支払いを受けるのにふさわしいもの

入所者等の選択に基づいてお⑤ 特別な療養室の提供が、入所者等への情報提供を前提として

であり、サービスの提供上の必要性から行われるものでないこと。こなわれるもの

費用の額が、運営規程に定められてい⑥ 特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる

。ること

⑦ 特別な療養室の提供に当たって、居住費（滞在費）に係る利用料の であること追加的費用

を入所者等又はその家族に対し、 を締結すること。明確に説明した上で契約

※Ｐ５４の「４．従来型個室の算定」に記載するものに該当する場合は、特別な療養室に係る

費用を徴収できない。

（赤本Ｐ ）（２）入所者（利用者）が選定する【特別な食事】の提供に係る基準 1211
【特別な食事】に係る費用を徴収する場合は次の①～⑥の 。すべてを満たすこと

① 特別な食事が、通常の食事に係る費用（食材料費及び調理費に相当する額）では提供が困

難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、通常の食事に係る利用料の額を超えて

必要な費用が、 であること。支払いを受けるのにふさわしいもの

② 次に掲げる配慮がなされていること。

医学的及び栄養学的な（ⅰ）医師との連携の下に管理栄養士（栄養士）による入所者等ごとの

が行われていること。管理

（ⅱ）食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての がなされていること。衛生管理

（ⅲ）特別な食事を提供することによって 。特別な食事以外の食事の質を損なわないこと

③ 特別な食事の提供は、予め入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等

の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにすること。

（意に反して特別な食事が提供されることのないようにすること ）。

④ 入所者等又はその家族への情報提供に資するために、施設等の見やすい場所に次に掲げる

事項について 。掲示すること

（ⅰ）事業所等において、毎日（又は予め定められた日に 、予め希望した入所者等に対し）

て、 。入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること

内容及び料金（ⅱ）特別な食事の

⑤ 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況にかんがみ支障がないことについ

て、 。医師の確認を得ること

⑥ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、通常の食事に係る利用料の である追加的費用

ことを入所者等又はその家族に対し、 を締結すること。明確に説明した上で契約

※特別な食事に係る利用料は、特別な食事を提供することに要した費用から通常の食事の提供

に係る利用料を控除した額とすること。
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不適切事例

●施設（事業所）のすべての居室から特別な療養室に係る費用を徴収している。

特別な療養室に係る費用を徴収できる療養室は、施設等の定員の概ね１００分の５０を超え→

てはならないこと。

●特別な療養室（食事）と通常の療養室（食事）に明確な違いがない。

特別な療養室（食事）は、追加的に費用の支払いを受けるのにふさわしいものとすること。→

（ ）３．補足給付 青本Ｐ ～29 31
（法第51条）

（ 。 「 」 。） 、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費 又は滞在費 以下 居住費等 という は

施設等の入所者との契約に基づき負担することとなるが、低所得者（第１段階～第３段階の者）に

ついては、負担限度額が設けられており、負担限度額を超えた分は補足給付（特定入所者介護サー

ビス費）として現物給付される。

特定入所者介護サービス費

＝ 食費（又は居住費等）の基準費用額 － 食費（又は居住費等）の負担限度額

（緑本Ｐ ～ ） （緑本Ｐ ～ ）858 863 864 866

※基準費用額とは

食費、居住費等の平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めた額。

ただし、施設等における食費、居住費等の額が「厚生労働大臣が定めた額」を下回る場合は、

当該施設等の食費、居住費（滞在費）を基準費用額とする。

→「厚生労働大臣が定めた額」と「施設等が設定した額」の低い方が基準費用額となる。

不適切事例

●短期入所療養介護の利用開始時や終了時において、３食分の食事を提供していない利用者に３

食分の食費を請求し、補足給付についても３食分の食費を基に算定している。

→ 短期入所療養介護の食費は、運営規程において （第１段階～第３段階を含む全段階につい、

て）１食ごとに設定すること。

また、補足給付は実際に提供した分の食費に基づき算定すること。

※下記「介護報酬Ｑ＆Ａ」の下線部分を参照。

※「補足給付」に係る介護報酬Ｑ＆Ａ

（ ）（ ）問 【 】食費の設定 緑本Ｐ475・476

食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の

補足給付はどのようになるのか。
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（答）

食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定する

（ 、 ） 、ことも可能である。特にショートステイ 短期入所生活介護 短期入所療養介護 については

入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。

4 1利用者負担第 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第

段階から第 段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足3
給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達する

までは補足給付は行われず 「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとな、

る。

具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3段

階の方であれば、食費の「負担限度額」は650円であるので、朝食のみ（400円）の場合は補足

給付は行われず、朝食と昼食（850円）の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給

付として支給される。
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資料４ 事業者指導課からのお知らせ

１．事業者指導課に提出が必要な書類について

（１）条例制定に伴う「運営規程の変更届出」及び「 役員等が暴力団員でな（

い旨の）誓約書、役員等名簿

基準条例において 「運営規程の記載事項」及び「暴力団員の排除」が追加されたこ、

とに伴い、変更届の提出が必要となりますので、下記の期限までに提出してください。

（ ）提出期限：平成２５年４月３０日 火 ※平成２５年４月１日以降に提出すること（ ） 。

（提出書類）

変更届出書（様式第４号）①

※運営規程の変更に係る【変更の内容】欄の記載は「別紙のとおり」とし、

（ ） 。別紙として変更前後の内容が分かるもの 新旧対照表など を添付すること

運営規程（変更後のもの）②

※ ３２「 資料２－２） 基準条例施行後の運営規程の記載例」を参照。Ｐ （

※基準条例の追加項目のほか 「従業員の員数」の記載方法も見直しが必要。、

誓約書（新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定）③

※３種類あるので注意すること。

（ 介護老人保健施設】用 【居宅サービス】用 【介護予防サービス】用）【 、 、

役員等名簿（新様式は平成２５年３月中にホームページ掲載の予定）④

※平成２５年４月１日現在の役員等を記載すること。

なお 。、「役員等」には管理者が含まれるので注意すること

※①、③、④の記載方法については の記載例を参照。Ｐ８４～８７

（２）介護職員処遇改善加算に係る提出書類

（ ）・平成２５年度介護職員処遇改善加算届出書 → 提出期限：平成２５年２月２８日 木

（ ）・平成２４年度介護職員処遇改善加算実績報告書 → 提出期限：平成２５年７月３１日 水

、 （ ） 「 」 。※詳細は 集団指導資料 資料編 の 介護職員処遇改善加算について を参照Ｐ１～２７

２．平成２５年４月１日以降に「体制届」を提出する場合、新たに「変更届出

書 （様式第４号）が必要となります。」

平成２４年度までは 「体制届」を提出する際に 「指定居宅サービス事業者等変更届、 、

出書 （様式第４号）の提出を不要としていましたが、平成２５年度からは、新たに提出」

を求めることとします。必要事項（変更があった事項、変更の内容、変更年月日等）を記

載の上 「体制届」と併せて提出してください。、
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平成２６年３月３１日で許可有効期間の６年を満了する施設等の更新手続３．

について

平成２６年３月３１日において、多くの介護保険事業者が一斉に６年間の許可有効期間

施設・事業所ごとに『許可更新申請書』の提出期限を前倒しするを満了することに伴い、

（省略可能な書類についても現在検討中です ）こととします。 。

なお、提出期限及び必要書類等の詳細については 『更新のお知らせ』を各施設・事業、

所あてに送付しますので、御協力をお願いします。

※『更新のお知らせ』は、岡山市事業者指導課において各施設等ごとに設定する提出期

限のおおむね３月前に送付します。

※一部ユニット型施設・事業所については、許可更新時に従来型部分とユニット型部分

の分離に係る手続きが必要となります （従来型部分の更新、ユニット型部分の廃止及。

び新規許可等）詳細については、個別にお知らせします。

４ 「変更届 「体制届」に係る様式及び手引きのホームページ掲載について． 」、

岡山市事業者指導課のホームページ（下記参照）に「変更届 「体制届」の必要書類」、

及び手引きを掲載しました。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00049.html・ 変更届」「

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00060.html・ 体制届」「

。今後は、上記の岡山市版「変更届 ・ 体制届」の様式及び手引きをご使用ください」「

なお 「許可（更新）申請書」等については、現在準備中のため、岡山県長寿社会課ホ、

ームページ掲載の手引き・様式を使用してください。

※上記の申請・届出に係る提出書類等については、現在見直しを検討中です。

となっていますので、定期的に平成２５年３月中に、平成２５年度版に更新する予定

岡山市事業者指導課ホームページを確認してください。

＜ 岡山市事業者指導課ホームページ＞

（ ）http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html
【 】 【 （ ）】岡山市ホームページのトップページ の左下の 市役所のご案内 組織・部署案内

【 】 【 】 【 】→ 保健福祉局 → 事業者指導課 → 事業者指導課のトップページ

→ 【介護保険（施設型サービス 】）
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５ 「条例施行規則」及び「運用上の留意事項」のホームページ掲載について．

条例の制定に伴い、本市独自に規定した基準等について、条例施行規則及び運用上の留

意事項を定める予定です。平成２５年３月中に岡山市事業者指導課ホームページに掲載す

る予定ですので、必ず確認してください。

６．メールアドレス変更の際の事業者指導課（施設指導係）への報告について

各施設（事業所）あてに介護保険に係る各種情報等をメールでお知らせしていますが、

現在、岡山市事業者指導課が把握しているメールアドレス（今回の集団指導に係るお知ら

せの送付先）に変更があった際は、下記のとおり報告をお願いします。

（担当係）岡山市事業者指導課施設指導係

（報告方法）電子メール あてji-shidou@city.okayama.jp
（報告内容）次の事項を記載してください。

・ 件名 「メールアドレスの変更（施設名 」【 】 ）

・施設（事業所）名称、サービス種別

・担当者氏名、連絡先

・新しいメールアドレス

７．疑義照会（質問）について

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則とし

て「質問票 （ ９０に掲載）により、 送信してください。」 Ｐ ＦＡＸにて
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様式第４号（第５条関係）              （記載例）

指定居宅サービス事業者等変更届出書 

                                               平成２５年 ４月２０日

  岡 山 市 長    様

                        所在地   岡山市北区大供○丁目○－○ 

                    届出者 法人名称  社会福祉法人ミコロ・ハコロ 

                        代表者氏名 理事長 見頃 葉子             印

                       （法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により，指定居宅サービス事業者等の変更について次のとおり届け出ます。 

介護保険事業所番号 ３ ３ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

名称        特別養護老人ホームミコロ・ハコロ 

指定（許可）内容を変更した事業所（施設）
所在地（開設場所） 岡山市北区大供○丁目○－○

サービスの種類
介護老人福祉施設、（介護予防）短期入所生活介護 

変更があった事項 変更の内容 条例制定に伴う運営規程の変更、誓約書等の提出

１ 事業所（施設）の名称

２ 事業所（施設）の所在地（開設場所）

３ 申請者（開設者）の名称

４ 申請者（開設者）の主たる事務所の所在地

５ 代表者の氏名，生年月日，住所及び職名

６ 定款，寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに限る。)

７ 施設と本体施設との移動経路及び方法等 

８ 事業所（施設）の種別

９ 併設施設の概要

10 提供する（介護予防）居宅療養管理指導の種類

11 事業所（施設）の建物の構造概要，平面図及び設備概要

12 備品の概要（訪問入浴介護に限る。）

（変更前）

別紙のとおり 

13 入院患者又は入所者の定員

14 管理者の氏名，生年月日，住所及び経歴 

15 サービス提供責任者の氏名，生年月日，住所及び経歴

16 福祉用具の保管及び消毒方法（委託等をしている場合にあっては，

委託等の契約の内容）

17 運営規程

18 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称，診療科名及び 

契約の内容

19 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，病院等との連携・支援体制

20 介護給付費の請求に関する事項

21 役員の氏名，生年月日及び住所 

22 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地 

23 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

（変更後）

別紙のとおり

変 更 年 月 日         平成２５年 ４月 １日 

備考 １ 該当項目番号に ○ を付してください。

   ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。

84



（居宅サービス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年　４月２０日

                             申請者　 所在地　　岡山市北区大供○丁目○－○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　特別養護老人ホームミコロ・ハコロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　理事長　見頃　葉子　　　 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基
準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

三 　申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正
な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定め
るところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この
号、第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第
百十五条の十二第二項第五号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をし
た日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく
三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者
が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十
八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三及び第百十五
条の十二第二項第五号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五
第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算し
て五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行
役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務
を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下
「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され
た者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で
あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、
指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生
を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該
事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除
く。

様式（案）

介護保険法第７０条第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書（案）

　岡　山　市　長　　様

　申請者が介護保険法第７０条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。また、申請者で
ある法人の役員及び当該申請に係る事業所を管理する者が岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運
営に関する基準等を定める条例第３条第２項に定める暴力団員でないことを誓約します。

（介護保険法第70条第2項）
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六の二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十
五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算
して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政
手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日か
ら起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、
当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過
しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該
指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者に
よる業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有し
ていた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め
られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を
通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の
事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省
令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事
業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定め
る密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第
六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の
取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該
事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定す
る指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当
する場合を除く。

七 　申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手
続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第
七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第
七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として
厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日
を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をし
た者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
であるとき。

八 　第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者
が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除
く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の
管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六
号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十の二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五
号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号
から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号
から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

【岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例】
第３条　法第７０条第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院
をいう。以下同じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項の薬
局をいう。以下同じ。）により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リ
ハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

２　前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも
のと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第
２号に規定する暴力団員であってはならない。
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役員等名簿（案）

生年月日       住        所 （ふりがな） 

氏   名 役職名・呼称 TEL             FAX 
就退任年月日 

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任  みころ はこ 

見頃 葉子 
理事長 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○

平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
理事 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
監事 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
   管理者 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

備考 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる

名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の

支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入してください。事業所を管理する

者とは、管理者（施設長）を指します

私は、この名簿に記載した者が、岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴

力団員でないことを、岡山市が必要に応じて岡山県警察本部に照会することについて承諾し

ます。 

                               所在地  岡山市北区大供○丁目○－○ 

申請者      名称    社会福祉法人ミコロ・ハコロ 

代表者名 理事長 見頃 葉子     印 
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（素案）
平成２５年３月●日

岡事指第 号

市内介護保険事業者各位

岡山市保健福祉局長

介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び

指定介護予防サービス等の基準等について

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という ）第４２条第１項第２号，。

第７４条第１項及び第２項並びに第７０条第２項第１号の規定による「岡山市指定居宅サ

， 」（ 「 」 。）ービス等の事業の人員 設備及び運営の基準等を定める条例 以下 居宅条例 という

については，岡山市条例第８５号をもって，法第５４条第１項第２号，第１０５条の４第

１項及び第２項並びに第１１５条の２第２項第１号の規定による「岡山市指定介護予防サ

ービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等を定める条例 （以下「予防条例」という ）について」 。

は，岡山市条例第９０号をもって，平成２４年１２月１９日に公布され，平成２５年４月

１日から施行されます。条例の内容としては，従来，厚生労働省令で定めている基準を基

本としていますが，本市が独自に定めた基準もありますので，その運用に当たっては，次

のことに留意し，適切に対応してください。

記

１ 本市独自基準以外の基準についての運用

２に定めるもののほか 「居宅条例」及び「予防条例」の運用に当たっては 「指定， ，

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第３」

７号。以下「居宅基準」という ）及び「指定介護予防サービス等の事業の人員，設備。

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準 （平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「予防基準」という ）の運用」 。

のために発出された「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準に

」（ 。 「 」 。）ついて 平成１１年９月１７日付け老企第２５号 以下 基準省令解釈通知 という

並びにその他厚生労働省から発出された各種通知及びＱ＆Ａにおいて示されている内容

を適用するので，これを踏まえて指定居宅サービス等事業者及び指定介護予防サービス

等事業者は，適正な事業運営をすること。

２ 本市独自基準についての運用

「居宅条例」及び「予防条例」において本市独自に規定した基準等について，市独自

に運用上の留意事項を別紙のとおり定めたので，指定居宅サービス等事業者及び指定介

護予防サービス等事業者は，別紙の留意事項を十分に確認の上，適正に事業を運営する

こと。

３ 運営規程の変更の届出

運営規程に変更があったときは，１０日以内に，その旨を市長に届け出なければなら

条例制定に伴う運営規程の変更に限り，前記にかかわらず，平成２５年ない。ただし，

４月末日までに届け出ることで足りるものとする。
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（別紙）

岡山市指定居宅サービス等及び岡山市指定介護予防サービス等

に係る本市独自基準の運用について

第１ 総論

基準省令解釈通知第二の３の次に次の内容を加える。

４ 指定居宅サービスの事業の一般原則（居宅条例第３条）

(1) 申請者の要件（同条第１項）

指定居宅サービス事業者の指定の申請者は法人でなければならない。ただし，

次に掲げる居宅サービスの種類に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

ア 病院，診療所又は薬局により行われる居宅療養管理指導

イ 病院又は診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテ－ション，通所リ

ハビリテ－ション又は短期入所療養介護

(2) 暴力団員の排除（同条第２項）

介護保険事業により暴力団の活動を助長し，又は暴力団の運営に資することの

ないよう 指定居宅サービス事業者の役員及び当該指定に係る事業所の管理者 以， （

下「役員等」という ）は，暴力団員であってはならないことを規定したもので。

ある。そのため，本市においては，指定居宅サービス事業者の指定を受けようと

する者は申請書に，役員等の変更に伴うものは変更届に，役員等が暴力団員でな

い旨の誓約書に役員等名簿を添付して提出しなければならないこととする。ただ

平成２５年４月１日において現に指定を受けている全ての指定居宅サービスし，

事業者は，同日における当該指定に係る事業所の役員等である者について，前記

にかかわらず，平成２５年４月末日までに，役員等が暴力団員でない旨を誓約書

に役員等名簿を添付して市長に提出するものとする。

(3) 人権の擁護及び虐待の防止等（同条第４項）

指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のための体制

の確保に係る責任者（以下「虐待防止責任者」という ）の選任をすること。。

指定居宅サービス事業者は，従業者に対し 「高齢者虐待の防止，高齢者の擁，

護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）の趣旨及び内容

を十分に踏まえた研修を実施しなけれなならない。

(4) 地域包括支援センターとの連携等（同条第５項及び第６項）

地域包括ケアシステムでは，地域包括支援センターが重要な位置付けとなるこ

とから，指定居宅サービス事業者は，地域における包括的な支援に向けて，地域

包括支援センターとの連携に努めることとしたものである。

， ，指定居宅サービス事業者は 地域包括支援センターから求めがあった場合には

。 ， ，地域ケア会議に参加するよう努めること なお 地域ケア会議に参加した場合は

専門的な見地からの意見を述べるよう努めること。

第２ 介護サービス

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

ア 指定訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅条例第２２条及び第２

３条）

(ｱ) 基準省令解釈通知第三の一の３の(12)中①は次のとおり読み替える。

89



事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質 問 票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課施設指導係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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